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                            資料３（１）  

 

 

環境情報戦略の策定に向けて 

（報告） 

 

                         平成 21 年３月 23 日 

                         環境情報専門委員会 

 

環境基本計画（平成 18 年４月７日閣議決定）は、その第二部第１章第９節第

２項４（１）において、環境情報の長期的かつ総合的な基盤整備の基本的方針

となる環境情報戦略を策定するとの方針を定めた。また、政府の IT 戦略本部が

平成 18 年に策定した IT 新改革戦略等に位置づけた政策を実現するために、平

成 20 年８月に同本部が決定した重点計画－2008（平成 20 年８月 20 日 IT 戦略

本部決定）のⅡ１.２③(１)(ア)においても、2008 年度までに環境情報戦略を

策定し、同戦略に基づく取組を開始するとの方針を定めた。 

環境情報専門委員会では、これらを踏まえ、環境情報の長期的かつ総合的な

基盤整備の基本的方針に関する調査を行い、環境情報の整備に関して、政府機

関等が当面優先して取り組む施策等について環境情報戦略の案を作成した。 

なお、政府機関等が主体となって進めるものではない取組、例えば、NPO、企

業、団体等が行政と連携して情報の整備を行う場合等の連携のあり方について

は、引き続き、検討を行っていくこととしている。 
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（別添） 

環境情報戦略（案） 

～持続可能な社会のための環境情報の共有と活用に向けて～        

     

１ 環境分野における情報の整備に関する現状と課題 

 

  環境省始め関係府省、地方公共団体等は、環境分野における情報の収集、

整理、提供及び保存（以下「情報の整備」という。）について、大気、水質等

のモニタリング、自然環境保全基礎調査、各法律の施行状況調査、気候変動

枠組み条約等国際条約に基づく報告等により、データを収集し、パンフレッ

ト、報道発表資料等の行政資料、ホームページにより公表してきた。これに

ついて、現在、下記のような課題が指摘されている。 

 

（１）情報の収集、整理に関する課題 

・情報の収集、整理が、個別事業や組織単位ごとにバラバラに行われており、

事業や組織を超えた政策課題ごとの情報整理が体系的かつ計画的になされ

ていない。 

・環境と経済社会との関係を示す情報が不十分である。 

・情報が経年的に整理、蓄積されていない。 

・海外の情報の収集が遅れている。 

・情報の効率的な収集、整理、分類に関する IT の利用が不十分である。 

 

（２）情報の提供に関する課題 

・環境に関する情報量が爆発的に増加する中で、政策立案者、行政担当者、

一般国民、教育関係者、民間事業者、投資家等（以下「情報利用者」とい

う。）のニーズに応える情報提供がなされておらず、必要とする情報を得が

たい状態にある。 

・重点的な政策領域や課題単位での体系的な情報を得にくい。 

・古紙パルプ配合率の偽装等の問題に見られたように、不適切な情報の表示

等を防ぐ仕組みがなかったこと等から、情報に対する信頼が揺らいでいる。 

・海外に対する情報発信が遅れている。また、バラバラに行われている。 

・情報の提供に当たっての IT の利用が不十分である。 

 

２ 環境情報のあるべき姿と戦略の目標 

 

（１）環境情報のあるべき姿 

  ① 持続可能な社会の基礎として、自然環境と経済社会の健全な関係が確

保されている必要があり、環境資源の賦存や分布、経済、社会の構成主

体の状況等についての科学的な一次情報が十分に整備されている。 
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  ② 環境基本計画（平成 18 年４月７日閣議決定）に位置づけられた持続可

能な社会を構築する政策の立案や実施、成果の評価に必要な範囲の情報

が、優先度に従い、的確に整備されている。 

  ③ 情報利用者のニーズを想定した弾力性のある情報検索及び提供の仕組

みが備わり、利用者にとって理解しやすく使いやすい形での情報提供が

できるようになっている。 

  ④ 情報の整備の各段階で汎用性のある IT を徹底的に活用し、情報の提供

者及び利用者の多くが利用しやすい情報環境が整っている。 

  ⑤ 環境問題やその背景となる経済社会はローカルからグローバルまで相

互に密接に関わっており、情報間の空間的、時系列的な関連性が相互に

体系的によく分かる形で情報が整理されている。 

 

（２）戦略の目標 

本戦略は、当面、環境省始め関係府省等における環境分野の情報の整備の

あり方を中心に定めるものとする。これにより、環境保全のための情報が、

その整備主体ごとの目的や意識の範囲でバラバラに集められ、扱われている

現状を改め、また、情報利用者のニーズに応じて適切に提供されることを通

じて、持続可能な社会が形成されることを目指す。これらを実現するため、

本戦略の目標を以下のとおりとする。 

 

①  経済・社会までも含む幅広い環境情報の中から特に必要となる情報を
行政施策の立案、実施、評価等において有効に利用できるようにする。

これにより、あらゆる行政場面において、持続可能な社会を構築するた

めの環境政策の立案・評価を適切に行う情報立脚型の環境行政を実現す

るための情報基盤を確立する。 

②  国民の持続可能なライフスタイルや環境問題への取組、環境政策への
参加をより一層促進する社会が実現されるよう、環境情報をいつでも誰

でもが、わかりやすい形で容易に入手できるようにする。 

 

３ 戦略の基本的枠組 

 

戦略の目標を実現するための基本的枠組を以下のとおりとする。 

 

（１）戦略が対象とする情報の整備の主体 

  情報の整備は様々な主体により行われているが、広域にわたる定期的な一

次情報の整備は、主に政府機関、地方公共団体及び公的研究機関が実施して

いる。このことを踏まえ、戦略では、情報の整備の主体として政府機関、地

方公共団体及び公的研究機関（大学等を除く。）（以下「公的機関」という。）

を位置づける。 

  公的機関は、戦略に基づき整備する環境情報が様々なニーズを有する幅広い
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主体に利用されるものであることを十分認識して整備を行うことが必要である。ま

た、情報の整備の各段階で整備を行う機関間でのコーディネートも重要であること

から、公的機関は、環境情報の整備に当たり、相互の連携を図ることが必要であ

る。 

  なお、NPO、企業、団体等が行政と連携して情報の整備を行う場合等の連携

のあり方については、引き続き、検討を行っていくこととする。 

 

（２）戦略が想定している環境情報の種類及びその用途 

  戦略が想定している情報の種類や用途は、以下のとおりである。 

  ① 環境情報の種類 

・環境の状況についての科学的な一次情報及び環境の状況に関する統計や

研究の情報 

・環境に影響を与えることとなる経済社会動向等に係る基礎的な統計や研

究の情報 

・政府機関・地方公共団体等の環境行政に関する情報（DSR モデル※１に基

づく OECD コアセット指標の体系等を意識した情報） 

・企業・団体等の環境保全活動に関する情報 

・企業・投資家等の設備投資、環境投資又は生産活動に関する情報 

・教員、教育機関、一般国民、事業者等による環境教育の実施等に資する

情報 

・一般国民の環境保全活動や環境に配慮した消費活動に資する情報 

  ② 環境情報の用途 

・政府機関、地方公共団体：政策立案や長期目標の設定及び評価等の基礎

データとしての利用 

・研究機関、大学等：環境研究等の基礎データとしての利用 

・報道機関：報道内容の情報源や根拠資料としての利用 

・企業、団体等：企業、団体等が環境保全活動や環境アセスメント等を行

う際の、政府や地方公共団体の環境施策に関する情報、環境統計や研究

に関する情報、他団体の活動に関する情報、従業員教育の教材、資料等

や市民とのコミュニケーションツールとしての利用 

・企業、投資家等：設備投資、環境投資又は原材料の購入等の選択の際の

環境負荷に考慮するために必要な情報としての利用 

・教員等：環境教育の実施等に際して、教材のデータとできる情報として

の利用 

・一般国民：日常の商品選択、環境保全活動の実施等に際して、判断の材

料を得るための情報としての利用 

  なお、国外におけるこれらの情報利用者についても、上記に準じた用途を

想定する。 
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４ 戦略の基本的方針 

 

（１）情報立脚型の環境行政の実現のための情報整備と活用 

以下の取組を通じて、環境行政に必要な情報が目的に合わせて適時に利

用できるような「情報基盤」を構築する。 

① 政策立案に必要な情報の把握と計画的整備 

  政策立案において必要と考えられる情報、特に一次情報について、環

境省を始めとする機関等において整備されている情報を把握する。その

上で、政策立案上重要な内外の情報について、既存情報の整備を着実に

実施するとともに、計画的な整備について検討を行う。 

特に、環境及び経済社会活動に関する情報並びにそれらの相互の関連

性に係る情報を整備するとともに、国土の自然環境と都市環境の変化を

長期的にモニタリングする体制を強化する。 

② 関係機関の連携の強化 

環境省始め関係府省は、地方公共団体、公的研究機関（大学等を除く）、

関係団体との連携を強化し、情報の整備を効率的に行う。また、情報の

整備に関する国際協力についても検討を行う。 

③ IT の徹底的活用 

情報の整備の各段階において IT の徹底的な活用を図る。その際、異な

る収集主体等に対応できるオープンな手法で、情報の整備を図る。 

④ 情報の整備に関する PDCA サイクルの実現 

①に基づいて計画的に進められる情報の整備の実施状況については、

PDCA サイクル※２による評価を行い、その結果は、以後の施策にフィード

バックする。この過程を通じ、データ収集プロセス等を適正化し、情報

の質の向上を図る。 

 

（２）利用者のニーズに応じた情報の提供 

各情報利用者の立場に立った情報提供を図る。このため、情報の体系的

な整理や信頼性、正確性の確保等を図った上で、利用者のニーズに応じて

適時に利用できる情報の提供を進める。 

① 環境情報の体系的整理 

  環境問題やその背景となる経済社会は相互に密接に関わっており、ま

た、各自の行動が環境への負荷や改善にどのように関わるか、判断の材

料が必要である。また、一次情報と二次情報について、情報間の関連性

がよく分かるように整備を図る。この関連性を整理すると以下のとおり

である。 

a）空間的関連性 

データが地理空間情報上に位置づけられ、空間的な広がり、関わり

を明らかにすることが重要である。 

b）時系列的関連性 
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環境の悪化・改善、経済社会活動による負荷の増減等を把握するた

めには時系列で比較できるデータが重要である。 

c）情報相互の関連性 

経済社会活動と生態系の状況のようにアクティビティデータと状況

データとの関連性、地球温暖化の状況が生態系に及ぼす影響等状況デ

ータ間の関係等、情報相互の関連性がわかるように提供されなくては

ならない。情報整備の各段階において環境問題が起きる構造が見える

ように「環境への負荷等の駆動力（driving force）」、「状態（state）」、

「社会的対策（response）」といった一連の流れ（DSR）を意識した情

報の整備が必要である。 

② 情報の信頼性、正確性等の確保 

不適切な情報の表示等を防ぎ、情報の信頼性、正確性等を確保するた

めの仕組みを整備する。 

③ 利用者のニーズに応じた情報の加工 

持続可能な社会づくりには、様々な主体の参加が不可欠である。それ

ぞれが自発的な取組を行えるよう、一次情報をそのまま提供することの

ほか、情報利用者の理解を助ける二次情報に加工するよう努める。 

④ ワンストップでの情報入手 

必要な情報はできる限りワンストップ※３で入手できることが望まれ

る。多様な情報源の情報をストレスなくできる限り一覧的に利用できる

よう IT の活用を含めた対応を行う。 

⑤  提供のための様々な手法、媒体の組合せ 

いつでも、どこでも情報を利用できるよう IT を活用するとともに、情

報を必要とする場面や相手方のニーズに応じて、印刷物、映像、インタ

ーネット、マスメディアを通じて提供する。 

⑥  海外への発信 

海外における我が国の環境の状況や取組についての理解を促進すると

ともに、海外における環境問題の解決に貢献すべく、諸外国への情報発

信を体系的に行う。 

 

５ 当面優先して取り組む施策 

 

施策の実現性等を勘案し、３（２）に示した環境情報の種類や用途につい

て、当面優先して取り組む施策の内容は下記のとおりとする。 

なお、環境省は、「６ 戦略に基づく施策の進行管理等」に定める進行管理

に当たっては、関係府省と連携しつつ、公的機関における情報の整備状況を

把握し、環境政策の立案、推進に必要かつ十分な情報が整備されているか評

価を行う。その評価に基づき、環境省始め関係府省は、必要に応じ内外の先

進的取組や国際的標準等も参考としつつ、下記（１）及び（２）に位置づけ

た施策を計画的に推進する。 
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また、環境省始め関係府省間の連携協力のあり方や役割分担については、

環境基本計画推進関係府省会議設置要領（平成 13 年４月 20 日関係府省申合

せ）に基づき設置される環境情報戦略連絡会において決定する。 

 

（１）情報立脚型の環境行政の実現のための情報整備と活用 

①  環境と経済社会活動に関する情報収集の強化 

環境省始め関係府省は、公的統計の整備に関する基本的な計画（平成

21 年３月 13 日閣議決定予定）に示された環境統計の整備に関する事項

を着実かつ計画的に実施する。 

また、平成 21 年度から、環境省において、環境と経済に関する政策

研究を実施する体制を整備する。同体制の下、環境と経済社会活動に関

する情報の充実を図る。 

さらに、効果的な施策の企画、実施に資するよう、国全体から個別の

経済主体まで、各レベルでの環境負荷の実態等、現在十分把握されてい

ない必要な環境情報の収集の強化を図る。 

② 国土の自然環境に関する情報収集の強化 

第３次生物多様性国家戦略（平成 19 年 11 月 27 日閣議決定）に基づ

き、環境省において、自然環境保全基礎調査及び重要生態系監視地域モ

ニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）を一層推進する。 

関係府省においても、生物多様性・生態系に係るデータを始め、各地

域の自然環境の状況や経済社会活動がこれらの環境に与える影響につ

いて継続的な状況把握を行い、データの充実を図る。 

また、環境省始め関係府省間の情報交換により、沿岸域を含む海洋に

おける生物多様性に関する総合的なデータを整備する。 

さらに、生物多様性・生態系の状況を経年的に把握するため、環境省

始め関係府省が連携し、衛星データ等も活用しながら、生物多様性の総

合監視システムの構築を進める。 

地方公共団体においても、政府機関に準じ、地域の実情に応じた自然

環境の状況データの計画的な把握を行っていくことが期待される。 

③ 情報アーカイブの構築 

我が国の政策作りや過去の公害克服経験を内外の政策立案者へ発信

すること等に資するよう環境省において情報アーカイブ※４の構築に努

める。このため、国立国会図書館支部環境省図書館の電子化等を進める。  

平成23年度までに情報アーカイブ※４を構築するための検討を実施し、

平成 25 年度頃を目処に、保存情報の検索等、利用サービスの開始を目

指す。また、内外の環境情報に係るサイトとのリンク等、情報アーカイ

ブ※４についてのポータルサイト※５を構築する。その際、インターネッ

ト普及以前の環境情報の電子化、蓄積も推進する。 

④ 標準的フォーマットによる提供情報の信頼性、正確性の確保等 

一次情報の利用を円滑にするため、その収集の際に標準的フォーマッ
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トによるメタデータ※６（作成者のほか、データ収集方法、更新頻度、

最終更新日等を含む）を整備して提供、保存することにより、データ相

互間における信頼性等の比較検討を可能とする。 

このため、環境省において、関連する専門家の意見を聴きつつ、メ

タデータ※６の標準的フォーマットを作成し、関係府省等における普及

を図ること等を検討する。 

⑤ 環境省と関係府省及び地方公共団体等との連携協力 

本戦略を推進するため、環境省は、環境基本計画の点検プロセスの

利用を含め、関係府省及び地方公共団体との会議の設置等を検討する。

環境省始め関係府省及び地方公共団体等は、役割分担を明らかにしつ

つ、PDCA サイクル※２に基づき情報整備に関する施策を連携協力して

推進する。 

⑥ 環境情報の質の向上に向けた取組 

       環境省始め関係府省は、OECD 環境政策委員会環境情報・アウトル

ックワーキンググループ等における国際的な議論の動向を踏まえ、⑤

に基づく環境省と関係府省及び地方公共団体との会議等の場を通じ

連携協力を確保しつつ、環境情報の収集プロセスや頻度の適正化等に

よって情報の質の向上が図られるよう検討する。 

⑦ 環境情報の収集、整理、提供に関する国際協力ネットワークの強化・

構築 

文部科学省始め関係府省は連携し、第３回地球観測サミット（平

成 17 年２月 16 日）において採択された全球地球観測システム

（GEOSS）10 年実施計画に基づき、地球観測情報の国際的な共有に

向けた情報の収集、整理、提供を引き続き推進する。 

また、国境を越える環境汚染等の問題について、クリーンアジア・

イニシアティブ※７等の情報収集及び利用のための国際協力ネット

ワークの構築を目指す。これに向け、環境省においては、アジアを

中心とする国際協力の枠組みの全体像を把握し、その結果について

情報の共有を図ること等を関係府省と連携して検討する。 

⑧  IT の活用 

    環境省において、IT や各種センサーの開発普及状況を踏まえ、環

境分野の政策立案及び実施の参考となる情報基盤の構築に有用な

IT の活用強化について検討する。その検討結果を踏まえ、環境省始

め関係府省等における情報システムの更新等の機会に、これら技術

の汎用性等に配慮しつつ、導入の可否、適否について検討した上で、

導入可能なものについて、実施を促進する。 

 

（２）利用者のニーズに応じた情報の提供 

①   環境と経済社会活動等に関する情報の提供強化 

環境省において、（１）に基づく取組により収集された環境と経済
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社会活動等に関する情報提供を、環境情報の利用に関するアンケー

ト調査結果等を踏まえ、強化する。その際、パンフレット等の紙媒

体とインターネットウェブやメールマガジン等の電子媒体の利用と

のベストミックスにも配慮する。 

②   我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築等 

    平成 21 年度から環境省のホームページ上に、政策課題別に関連情

報を統一的に提供するポータルサイト※５の構築についての検討を

開始する。 

    また、同ホームページ利用者からのサイトに関する意見等を踏ま

えて、利用主体別のサイトの計画的な構築について検討を行う。 

    その際、環境省始め関係府省、地方公共団体、公的研究機関（大

学等を除く）のホームページ内の関連ページ同士のリンクを緊密に

することを通じ、ワンストップ※３で情報（源）がわかるような仕組

みの構築を進める。 

③  海外に対する情報発信の強化 

     環境省のホームページ等における海外向けの情報サイトを通じ、

我が国の公害克服経験や企業、NPO 等による環境保全活動や国際機

関による我が国の環境政策の評価等に関する情報の英語等での発信

を強化していく。 

④   IT の活用による情報提供の展開 

    環境省始め関係府省は、IT 新改革戦略（平成 18 年１月 19 日 IT

戦略本部決定）等を踏まえ、情報提供に向けた行政部内における情

報の作成、編集過程の効率化、利用者による利用の向上を図るため、

IT を積極的に活用する。 

特に、GIS※８について、利用の向上や新たな検索技術との連携等

に関し、必要な調査を実施し、その成果の活用を図る。また、個々

の情報が有する意味の関連性をたどって検索できる手法等について、

現在開発が進められているデータの統合や解析を行うシステム等を

参考としつつ検討を実施する。 

⑤   環境情報の信頼性、正確性の確保等 

 環境情報の信頼性、正確性等を確保するため、当面特に取り組む

施策として、環境省においてグリーン購入※９の信頼回復と適正化に

向けた対応を進める。 

⑥   情報収集の計画段階における情報提供のあり方に関する検討 

    収集した情報を利用者にわかりやすく加工して提供するため、情

報収集の計画段階から、データを収集した機関において、情報管理

者、コーディネータの役割を意識した取組がなされるようにする。

このため、環境省では、当該情報を必要とするグループや情報の使

われ方を踏まえて適切な内容と提供方法にするための検討項目のリ

スト化について検討し、その成果を政府全体に普及させることを検
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討する。 

⑦   「見える化」等のための効果的な取組方法の検討実施 

  環境省始め関係府省は、温室効果ガス排出量の「見える化※10」等

に関する効果的な情報提供についての取組方法を検討し、実施する。 

    ⑧   関係団体との連携協力 

    環境省始め関係府省において、本戦略の推進に係る関係団体との

会議の設置等を検討する。それにより、関係団体との役割分担を明

らかにしつつ、連携協力の下、本戦略に基づく施策を実施する。 

 

６ 戦略に基づく施策の進行管理等 

 

①  戦略に基づく施策の進行管理 

環境省は、本戦略に基づき、環境省始め関係府省が５に記載した当面

優先して取り組む施策に係るものの進行管理に必要な調査を環境基本

計画に基づく施策の分野毎の点検の一環として実施する。同調査は、

各施策についての担当府省と協力し、平成 22 年度から概ね隔年で実施

する。 

 環境省始め関係府省は、上記の結果を、本戦略に基づく施策の見直

しに反映させることとする。 

②  環境情報の利用ニーズ等の定期的把握及び戦略への反映 

  環境省において、環境情報利用に関する利用主体別の意識調査を定

期的に行うとともに、本戦略に基づく施策についての意見聴取を行い、

①による進行管理に必要な調査の結果を踏まえた本戦略の見直し等

に反映させることとする。 
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（用語の解説） 

※１ DSR モデルとは、平成４年（1992 年）の「地球サミット」で採択された

アジェンダ 21 で示された「環境情報の整備及び持続的開発指標の開発」を

目的として、国家レベルの意思決定者がアクセス可能な持続可能な開発の

指標の中心的なセットの作成に用いられている枠組み。 

それまでの OECD（経済協力開発機構）の PSR(pressure(負荷)、state(環

境の状況)、response(社会における対応))フレームワークにおける負荷指

標を、driving force（駆動力)指標として、社会、経済、制度面を含む概

念に拡張したもの。 

※２ PDCA サイクルとは、Plan(計画)、Do(実施)、Check(点検)、Action(是正)

を意味し、品質向上のためのシステム的考え方となる。管理計画を作成

（Plan）し、その計画を組織的に実行（Do）し、その結果を内部で点検（Check）

し、不都合な点を是正（Action）していく上でさらに、元の計画に反映さ

せていくことで、らせん状に、品質の維持・向上や環境の継続的改善を図

ろうとするもの。この考え方は、種々のシステムの維持、改善に共通に通

用することとされている。(｢EIC ネット環境用語集｣(財)環境情報普及セン

ター) 

※３ ワンストップとは、一か所で用事が足りること。一か所で何でも揃うこ

と。（「大辞泉」小学館刊） 

※４ 情報アーカイブとは、インターネット上で公開されたファイルの保管庫

を意味している。（「大辞泉」小学館刊） 

※５ ポータルサイトとは、インターネットの Web ページで、分野別に情報を  

整理しリンク先が表示されているもの。 

※６ メタデータとは、データについてのデータ、あるデータそのものではな

く、そのデータに関連する情報のこと。（「大辞泉」小学館刊） 

※７ クリーンアジア・イニシアティブとは、環境と共生しつつ経済発展を図

るアジアモデルとして、持続可能な社会の構築を目指すための基本的考え

方、政策の目標及び施策の基本的方向等を平成 20 年６月６日に環境省が取

りまとめたもの。 

※８ GIS とは、地理空間情報を電子地図上で一体的に処理する情報システム。

大量の地理空間情報の場合や他の情報との複雑な照合が必要な場合であっ

ても、分析結果を視覚的に表現することにより、迅速かつ的確な判断等が

可能となる。（「地理空間情報活用推進基本計画」（平成 20 年４月）用語の

説明） 

※９ グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分

に考慮し、購入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ないもの

を優先して購入することをいう。 

※10 見える化とは、商品やサービスの温室効果ガス排出量を始めとする環境

負荷や環境貢献度について定量的に可視化することや、事業活動における

環境保全のための取組やコスト、その効果等を把握し公表することである

(「低炭素社会づくり行動計画」（平成 20 年７月 29 日閣議決定）Ⅲ３参照）。 
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  環境情報専門委員会委員名簿（５０音順、敬称略）  

   （平成 21 年３月現在）

 区分 現 職 氏  名 

1 委員 福岡大学法学部教授 浅野
あさの

 直人
なおひと

 

2 委員 慶應義塾大学商学部教授 和気
わけ

 洋子
ようこ

 

3 臨時委員 京都大学大学院経済学研究科教授 植田
うえた

 和弘
かずひろ

 

4 臨時委員 株式会社グッドバンカー代表取締役社長 筑紫
つくし

 みずえ 

5 専門委員 統計数理研究所准教授 金藤
かねふじ

 浩司
こうじ

 

6 専門委員 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 亀屋
かめや

 隆志
たかし

 

7 専門委員 横浜市地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課長 関川
せきがわ

 朋
とも

樹
き

 

8 専門委員 立教大学経営学部准教授 高岡
たかおか

 美佳
みか

 

9 専門委員 ジャパン・フォー・サステイナビリティ共同代表 多田
ただ

 博之
ひろゆき

 

10 専門委員 鳥取大学乾燥地研究センター長・植物生産分野教授 恒川
つねかわ

 篤史
あつし

 

11 専門委員 慶應義塾大学総合政策学部教授 福井
ふくい

 弘道
ひろみち

 

12 専門委員 
(独)国立環境研究所アジア自然共生研究グループ環境技術評

価システム研究室長・東洋大学教授 
藤田
ふじた

 壮
つよし

 

13 専門委員 江戸川大学社会学部ライフデザイン学科教授 惠
めぐみ

 小百合
さゆり

 

14 臨時委員 （独）国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター長 森口
もりぐち

 祐一
ゆういち

 

 



環境情報のあるべき姿
①環境資源の賦存等に関する科学的な一次情報の十分な整備
②持続可能な社会を構築する政策立案等に必要な情報の的確な整備
③利用者にとり理解しやすく使いやすい形での情報の提供

「環境情報戦略」

持続可能な社会の

環境情報の現状

環境省・関係府省

資料３（２）

③利用者にとり理解しやすく使いやすい形での情報の提供
④情報整備の各段階でのITの徹底的活用による情報環境の整備
⑤情報間の空間的、時系列的な関連性の体系的整理

戦略の目標

～持続可能な社会の
ための環境情報の
共有と活用に向けて～

環境省・関係府省、
地方公共団体等による
データの収集と、行政資料、
ホームページ等による公表

環境情報の課題

環境情報の整備が主体ごとにバラバラに行われている現状の改善、
利用者のニーズに応じた適切な情報提供を通じた持続可能な社会の形成を目指す

情報立脚型の環境行政
環境政策の立案・評価を適切に行う
情報立脚型の環境行政の実現のための

国民による環境情報の利用
環境情報をいつでも誰でもが
わかりやすい形で容易に

（１）情報の収集、整理に関して

・政策課題ごとの情報整理
がなされていない
・環境と経済社会との関係を
示す情報が不十分 情報立脚型の環境行政の実現のための

情報基盤の確立
わかりやすい形で容易に
入手できるようにする

戦略の基本的方針
情報立脚型の環境行政の実現のため 利用者のニーズに応じた情報の提供

示す情報が不十分
・経年的に整理、蓄積されて
いない
・海外情報の収集の遅れ
・ITの利用が不十分

（２）情報の提供に関して
の情報整備と活用
①政策立案に必要な情報の把握と計画的整備
②関係機関の連携の強化
③ITの徹底的活用
④情報整備に関するPDCAサイクルの実現

①環境情報の体系的整理
②情報の信頼性、正確性等の確保
③利用者のニーズに応じた情報の加工
④ワンストップでの情報入手
⑤様々な手法、媒体の組合せ

（２）情報の提供に関して

・必要とする情報が得にくい
・体系的な情報を得にくい
・情報に対する信頼の揺らぎ
・海外に対する情報発信の
遅れ

戦略に基づく
施策の進行
管理等

⑥海外への発信

当面優先して取り組む施策
①環境と経済社会活動に関する情報収集の強化
②国土の自然環境に関する情報収集の強化

①環境と経済社会活動等に関する情報の提供強化
②我が国の環境政策情報に関するポータルサイト

・ITの利用が不十分

①戦略に基づく
施策の進行管理

②環境情報の
利用ニーズ等の②国土の自然環境に関する情報収集の強化

③情報アーカイブの構築
④標準的フォーマットによる提供情報の信頼性、
正確性の確保等
⑤環境省と関係府省及び地方公共団体等との
連携協力

②我が国の環境政策情報に関するポ タルサイト
の構築等
③海外に対する情報発信の強化
④ITの活用による情報提供の展開
⑤環境情報の信頼性、正確性の確保等
⑥情報収集の計画段階における情報提供の

利用ニ ズ等の
定期的把握及び
戦略への反映

⑥環境情報の質の向上に向けた取組
⑦環境情報の収集、整理、提供に関する国際協力
ネットワークの強化・構築
⑧ ITの活用

あり方に関する検討
⑦「見える化」等のための効果的な取組方法の
検討実施
⑧関係団体との連携協力



                             資料３（３） 
 

環境情報戦略の策定と施策の進行管理について 
 
１ 環境情報戦略の策定について 
 
  平成 21年３月 23日 総合政策部会で、ご報告させていただいた後、３月  

30 日に開催予定の環境基本計画推進関係府省連絡会議環境情報戦略連絡会で
戦略を決定する予定。 

 
２ 戦略に基づく施策の進行管理について 
 
  戦略に基づく施策の進行管理は、他の環境基本計画に基づく施策の進捗状

況の点検の一環として概ね隔年で実施していくこととしており、第 1 回の進
行管理は、平成 22年度に実施する予定である。 
     
  想定される概ねのスケジュールは以下の通りである。 
 
   平成 22年夏 環境省において、戦略５に記載した当面優先して取り組む 

施策について進行管理に必要な調査を各施策の担当府省

と協力して実施 
 
          環境情報専門委員会に調査結果を報告、審議 
 
     平成 22年秋 総合政策部会において調査結果を報告し、審議及び基本計 

画の点検報告書の一部として取りまとめ 
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                                                       （参考資料） 
 

環境情報戦略（案）に対する意見 
 
１ 概要 
 環境情報戦略（案）について、以下のとおり意見募集を行った。 
（１） 意見募集期間 ：平成２１年１月９日〈金〉から１月２３日（金）まで 
（２） 告 知 方 法：環境省ホームページ、記者発表及び電子政府の総合窓口 
（３） 意見提出方法 ：郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれかの方法 
 
２ 意見の提出者数 
 ○団体職員  ５名 
 ○団体    １団体 
 
３ 意見概要及び意見に対する考え方 
 別添のとおり 
 
※なお、黄色マーカーを付した部分は、戦略案そのものを修正する部分である。 
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別 添       
 

該 当 箇 所 意 見 概 要 意見に対する考え方 

全 体 ○ 戦略とは外部環境情報を徹底的に詰めるところ

から始まる。それがまるで無い。 

○ 本戦略は環境基本計画（平成 18 年４月閣議決定）に

基づき策定されるものです。戦略の背景にある内外に

おける環境の状況についての認識、将来動向の予測な

どは、同計画に定められたところを踏まえているもの

です。 

○ 組織をまたがる情報共有はこれでは不可能。首

相が指令を発令し、首相の責任で実現すると国民

に公表するしか方法はない。 

○ 関係府省間の情報の共有等については、環境情報戦略

連絡会等の場を活用して推進いたします。 

○ ばらばらの情報を共通の情報にするという戦略

なら、現状のばらばらの情報システムをこの戦略

でいくら、コストが節約できるかを明確にし、そ

の範囲内で、このプログラムは実施すべき。 

○ 必要な費用は確保する必要もありますが、御意見につ

いては、今後、本戦略を実施していく中で参考とさせて

いただきます。 

○ 明確な目的が無い。戦略には、国民が誰でも分

かる、明確な目標が不可欠。 

○ 本戦略については、２（２）において、①情報立脚型

の環境行政を実現するための情報基盤の確立と②環境

情報をいつでも誰でもが、わかりやすい形で容易に入手

できるようにすることの２つの目標を明示しています。 

○ 言葉がばらばら、環境、省エネ、温暖化、環境

汚染など沢山の言葉がある。どれをするのか。情

○ 言葉の統一等、分かりやすい言葉や構成は重要であり

ますので、御意見については、今後、本戦略を実施して
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報共有化とは、言葉を統一し、プロセスを標準化

することである。 

いく中で参考とさせていただきます。 

○ 有効な情報が巡るための「情報のサプライチェ

ーンのコスト」に着眼がなされていない。 

  少なくとも、情報を生み出すコスト、配信する

情報の信頼性を高める（あるいは信頼性レベルを

表示する）コスト、配信する「価値ある情報」を

活用普及するためのコストの議論を検討する必要

がある。 

○ 必要な費用は確保する必要もありますが、本戦略を実

施していく中で情報整備のコスト面にも配慮していく

よう努めます。 

○ パブリックコメントの期間が 2 週間では短すぎ

る。 

○ 権利制限等に係る案件については、パブリックコメン

ト期間を 30 日としているものもありますが、その他の

多くの場合では２週間となっていることも踏まえ、２週

間とさせていただきました。しかしながら、一般国民を

始めとする環境情報利用者への情報提供が本戦略の基

本的方針の一つであることを踏まえますと、もう少し長

く期間を置くことが必要であるとの御意見には、もっと

もな面があります。本戦略に基づく施策の進行管理や改

訂に当たっては、国民の皆様の御意見を反映させること

ができるよう、なお一層の工夫に努めます。 

４（１）③ 

IT の徹底的活

用 

ｐ４ ○ メタデータレジストリ（様々なデータ仕様を可

視化する）を中核とする XML/Web サービス技術に

ついては、環境分野の情報基盤構築先進事例であ

る米国環境保護庁（EPA）の SOR（System of 

○ 本戦略に基づく各施策の推進に当たっては、御意見の

ように先進国の取組等が存在する場合については、必要

に応じ、それを参考としつつ実施していくことが適当で

あると考えます、そうした考え方を本戦略全体に反映さ
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Registries）が採用し、また EU の統一施策である

INSPIRE（Infrastructure for Spatial Information 

in Europe）もこの方向で進められ、世界の趨勢と

なっている。この方式は関係の国際標準に準拠し

ており、国・自治体・民間企業などを含むそれぞ

れ異なるシステムを運用する関係機関からの情報

収集と、これらの間の情報連携を図ることができ

るものである。このため、本文に、先進国の取組

等を参考にする旨盛り込むこと。必要な情報が目

的に合わせて適時に利用できるような「情報基盤」

構築に際し、同方式を利用して情報基盤を構築す

ること。 

せるため、ｐ６の５の前文中の第 2文「環境省始め関係

府省は」の後に「必要に応じ内外の先進的取組や国際標

準等も参考としつつ」を加えることとします。  

４（２）① 

環境情報の体

系的整理 

ｐ４ 

 

○ 「地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年 5 月

公布）」に基づく「地理空間情報活用推進基本計画」

の中で、地理空間情報の標準化が取り組まれてお

り、この施策と整合を図るため、利用ニーズに応

じて整理すべき体系の整理にあたっては、国際標

準（ISO）及び国内標準（JIS）に準拠した「地理

情報標準」を使用すること。 

○ 御指摘のとおり、必要な情報の取扱いについては「地

理情報標準」を使用します。 

 

４（２）①a)

空間的関連性

ｐ５ 

 

○ 「地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年 5 月

公布）」において、空間上の特定の地点又は区域の

位置を示す情報（当該情報に係る時点に関する情

報を含む。以下「位置情報」という。）または、そ

○ 御指摘を踏まえ、該当箇所については、「地理情報」

から「地理空間情報」に修正します。 
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れらの情報に関連付けられた情報を「地理空間情

報」として定義されており、整合を図るため、文

中の用語を「地理情報」から「地理空間情報」へ

訂正すること。 

４（２）② 

情 報 の 信 頼

性、正確性等

の確保 

ｐ５ 

 

○ 情報を意味を持ったデータとして体系的に整理

し、利用者のニーズに応じて適時に利用できる仕

組みとして、関係国際標準に準拠して開発されて

いる、LCDM 流通基盤仕様の利用を提案する。この

ため、情報を意味を持ったデータとして取り扱う

仕組みを整備する旨盛り込むこと。 

○ 御意見については、今後、本戦略に基づく施策を進め

ていく中で参考とさせていただきます。 

 

 

５（１）④ 

標準的フォー

マットによる

提供情報の信

頼性、正確性

の確保等 

ｐ７ 

 

○ 提供した情報について充分な配慮がなされてい

ないように思われ、この案のままでは情報を提供

する側として安心して情報を提供することができ

ない。IT 等の利用により、利用者が簡便にデータ

を利用できるようになればなるほど、オリジナル

のデータをコメントなしで操作・改変し、出典を

充分明らかにしないで転載される可能性が増大す

ることは明らかであり、データの帰属、プライオ

リティの表示、引用のルールなどについてもしっ

かりと検討していただきたい。  

○ データの出典等については重要であると認識してお

り、御意見については、今後、本戦略に基づく施策を進

めていく中で検討させていただきます。 

ｐ７ 

 

○ メタデータの標準的フォーマット作成に際し、

先進取組みや国際標準を参照することは、関係府

○ 本戦略に基づく各施策の推進に当たっては、御意見の

ように先進的取組や国際標準等が存在する場合につい
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省や地方公共団体等との連係及び国際協力を容易

にすることから、メタデータの標準的フォーマッ

ト作成に際しては先進的取組や国際標準を参照す

る旨盛り込まれること。 

ては、必要に応じ、それを参考としつつ実施していくこ

とが適当であると考えます。そうした考え方を本戦略全

体に反映させるため、ｐ６の５の前文中の第 2文「環境

省始め関係府省は」の後に「必要に応じ内外の先進的取

組や国際標準等も参考としつつ」を加えることとしま

す。  

５（１）⑦ 

環境情報の収

集、整理、提

供に関する国

際協力ネット

ワ ー ク の 強

化・構築 

ｐ８ 

 

○ 情報の管理・提供は、「地理空間情報活用推進基

本計画」及び「海洋基本法」に基づく「海洋基本

計画」において、取組が始まっております。環境

情報戦略も情報の相互利用とこれによる行政運営

という同種の目的で取り組む施策であり、相互に

連携し、国として整合を図るため、環境情報の収

集、整理、提供に関する取り組みはこれら関係施

策との連携を明記すること。または、これをうけ、

「⑨関係施策との連携による効率的な情報整備と

活用の推進」を追加し、環境分野における連携と

関係施策との連携を区分し、関係府省の役割を明

確にすべきこと。 

○ ５の前文にあるように、環境省始め関係府省間の連携 

協力の在り方については、環境情報戦略連絡会において 

決定することとしており、御指摘の点については、今  

後、同連絡会において検討させていただきます。 

５（１）⑧及

び（２）④ 

ＩＴの活用 

ｐ８ 

 

○ 環境問題は経済発展とそれを支えるＩＴ技術の

発展と不可分であることから、迅速なＩＴ利活用

計画を策定することが必要。そのためには、大規

模なシステム開発のみを念頭に置かず、すでに市

販されている情報収集、保管・管理、連携のため

○ パッケージソフトの活用等も有益であると考えてお

り、御意見については、今後、本戦略を実施していく中

で参考とさせていただきます。 
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のパッケージソフト等の活用等により、戦略にか

かれたシステムの一日も早い実稼働を行うべき。

そうした情報に民間企業やその他の研究機関が

容易にアクセスし、その成果をすぐに実社会への

適用に結び付けられるための容易にアクセスでき

る環境の整備は特に重要。 

５（２）⑦ 

「見える化」

ｐ９ ○  様々な環境情報を「見える化」する際の環境指

標の算出等に関する標準的な方法については、国

内外の例を参照し、民間企業の研究者等を交えた

有識者の意見を交えつつ、同指標が民間の活動等

において広く利活用されることを想定し、その策

定においては公平な議論の場の設定と公開が必

要。 

○ 環境情報の「見える化」のための方法を標準化してい

くべきとの御意見については、今後、本戦略を実施して

いく中で参考とさせていただきます。 

 

 

６ 戦略に基

づく施策の進

行管理等 

ｐ９ ○ ＰＤＣＡのそれぞれに標準がない、誰が実施し、

誰が評価するのか、プロセスが明確でない。 

○ 環境情報戦略を含め環境基本計画に係る施策のＰＤ

ＣＡについては、中央環境審議会の機能を活用して進め

ているところです。御意見については、今後、本戦略に

基づき施策の進行管理について検討する際の参考とさ

せていただきます。 

ｐ９ ○ 戦略完遂のための年限設定や実行主体、数値目

標等が必ずしも明示されていませんが、具体的な

取り組みに落とし込むためにこうした内容につい

て引き続き検討することが望ましい。 

 

○ 本戦略に基づく環境省始め関係府省の施策の推進に

ついては、環境情報戦略連絡会を設置し、決定すること

としています。同連絡会において、今後、本戦略に基づ

く施策についての実施主体と実施時期等について具体

的な決定を行っていくこととしています。 
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 ※ 環境情報戦略（案）の立案手続、内容、運用等に係る事項以外についての御感想等に関しては、意見に対する考え方の記載は

省略し、記録として保管いたしました。 




